
ている。
北海道に好例がある。低平地が広がる千歳川中流

域は、内水氾濫を起こしやすい洪水常襲地帯であっ
た。1981年災害を契機に越流堤の整備と遊水地を
併用した治水対策が国の事業として行われた。舞鶴
遊水池の面積は約200haにおよび、他にも千歳川流
域には150 ～ 280haにおよぶ広大な遊水地が５か
所で建設されている。これらの遊水地は湿地景観を
呈しており、多くの生物種を育んでいる（Yamanaka 
et al. 2020）。
遊水池群が分布する石狩低地帯は、かつてタン

チョウが生息していたと考えられ、2015年からタ
ンチョウがこの遊水池に舞い降りるようになって
きた。そして2019年に初めて越冬し、2020年春に
見事に繁殖に成功した（図６）。現在、タンチョウを
シンボルとして減農薬や無農薬の野菜や米を作り、
安心・安全な長沼ブランドを醸成していくことに
興味を示す営農者も現れ、JALやイオンなどとの
連携も始まった。グリーンインフラによる治水、生
物多様性の保全が、地域の産業に付加価値をもたら
し、それを生かした地域づくりが広がっている。

９．自然再生と気候変動適応策
筆者が関わってきた自然再生事業の多くは、グ

リーンインフラの創出とも言え、その結果、気候変
動適応策としても機能していることが明らかにな
りつつある。
釧路川では、イトウの棲める蛇行河川の復元が

実施された。その後のモニタリング調査で、復元
区間にイトウの生息が確認でき、それ以外にも植
物、動物種の多様性が蘇っている（Nakamura et al. 
2014）。一方で、蛇行復元にともない、洪水時に氾濫
原に濁水が拡散し、ピーク流量ならびに運搬土砂量
の減少が確認されている。釧路湿原は治水計画上、
遊水地として位置づけられているが、蛇行復元事業
は遊水効果をさらに高め、釧路湿原への土砂流入を
防いでいると言える。
また、知床世界自然遺産地域では、サケ科魚類の

生息環境復元のため、治山・砂防ダムの改良（スリッ
ト化と魚道改良）を行ってきた。これによって海か

ら遡上する親魚がダムを通過し、上流域の良い環境
で産卵できるようになった。
一方、温暖化が高まるにつれ、水温の上昇も予想

されており、オショロコマなどサケ科魚類は水温の
冷たい上流域に移動する必要がある。この際、ダム
改良はサケ科魚類の上流への遡上を可能にし、温暖
化影響の適応策として機能すると考えられる。
これまで実施されてきた自然再生事業や多自然

川づくりが、気候変動適応策としても機能すること
を再評価し、今後も積極的に自然再生事業を進めて
いく必要がある。

10．おわりに
コロナ禍でテレワークができるようになった今、

可能ならばビルに囲まれた都市の中ではなく、緑
に囲まれた郊外で仕事をしたいと思う人が多いの
ではないだろうか。時に散歩やジョギングしなが
ら、ゆったりと。舞鶴遊水地の事例でも述べたよう
に流域治水やグリーンインフラの最終的な出口は、
QOL を高め良い地域づくりに貢献することだと思
う。治水と環境、そして社会・経済を高める流域治
水に期待したい。
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図６　舞鶴遊水地とタンチョウの親子（2020年）

河川中・下流域は、多様に変動する物理場をもつ氾
濫原環境によって構成され、人間活動によって最も改
変・抑制され負荷を受ける水域であり、河川環境の整備・
管理においていくつもの検討課題が存在している。本
稿では、木曽川水系の河川生態学術研究から得られた
成果をもとに、流域治水（国交省、2021）を視野に置
き検討すべき事項や課題を紹介する。なお、当該水系
における氾濫原環境の保全を含めた知見には、個々の
焦点に沿った多角的な蓄積がある（森編、1999；片野・
森編、2005；椿ら、2008；田代ら、2010；渡辺・前畑編、
2011 渡辺・森編、2016；応用生態工学会編、2019；森、
2021）。

１．“人新世” の河川環境と流域治水
18 世紀後半の産業革命後の工業・技術化の加速的な

増進は、地球レベルで生態系や気候に影響を及ぼし、
環境変動が一般的にも実感されるようになってきた。
こうした人類による地球環境のトレンドに大きく影響
を及ぼした状況は、完新世である典型的要件と本質的
に位相が異なり新たな地質年代として “人新世” とさ
れる（Crutzen, 2002）。とりわけ温暖化のような気候
変動は降水量や降水形態に変化をもたらし、また海面
上昇を伴うとされ、河川流況の質・量に影響を与え、
生物の生息場に変化を引き起すだろう。実際に、ゲリ
ラ豪雨のような突発的局所降雨や線状降水帯による集
中豪雨が頻発しており、それらは当然、顕著な流量変
動となって河川生態系にも影響を及ぼすと容易に予測
できる。
生物はおそらく地史的・進化的な時間の中で、この

３世紀にわたる “人新世” での環境変化以上の劇的な
変化を経験しており、絶滅に至るほどの影響はないの
かもしれないし、逆に思いのほか脆弱であるかもしれ
ない。ただ、例えば 2011 年に発生した三陸大津波は、
近代化した多種多様の燃料や雑排水に満ちた市街地を
破壊し瓦礫とともに混濁しながら生物の生息地に押し
寄せ、“人新世” 以前にはない性質の人為的負荷を河川
環境に与えたであろう。ここでは付加的となるが、下
流氾濫原域においては上流からの流況だけでなく、汽
水域・塩害の拡張や河口閉塞に関連する津波・高潮や
海面上昇など海水遡上による影響も視野に入れておく
べきである。
我が国の河川は現在、ほぼすべて人間活動によって

改変・抑制された集水域を流れ、治水・利水を中心と
した社会資本の整備目標を達成するために様々な形で
整備・管理されている。“人新世” のもと河川環境にお
ける物理的激変は、明治期にデ・レーケ（1873 年～
1903 年に滞在）が指導した近代治水事業に始まるとし

てよく、その結果、もちろん人間生活の安心・安全は
工学的成果とともに大幅に向上した。しかし一方で、
治水事業に加えて乾田化や水路網の耕地整理などによ
り生態系の分断化や孤立化が生じ、河川環境の劣化は
時として深刻に顕在し続けてきた。その軽減や復元を
追求するため、1990 年代後半から多自然川づくりなど
自然再生に繋がる検討・事業化がされる段階になった
といえる。
さらに直近の課題として気候変動というグローバル

な背景のもとに、我が国おいては近年、“流域治水” の
検討がされているが、これは直ちにダム・堤防や掘削
などのハード施工を意味しない。それをもって国土強
靭化への寄与を目的とするならば、“流域環境” への
視線を包含しなければならない。なぜなら “流域治水”
の対象は、自明ながら堤内域の市街地、農地・工場な
どの用地も含まれ、これまでの “河道治水” より遥か
に対象範囲も関係者も拡大化し、支流や水路網など流
域一帯の水環境にも関与し、抜本的な環境改善につな
がり得るからである。これは、例えば遊水地の設置に
治水面のみならず、環境面としての機能をもつ可能性
を示している。むろん、この流況変化は堤内地におい
て悪水の増大も懸念され、その対応措置には住民心理
や流域の歴史・文化を取り込んだ根拠ある説明や効果
検証に依拠する順応的実施が必至といえる。
流域環境は、人間生活の向上や要求を満たす水資源

や生物多様性などの生態系サービスを提供してきたが、
その現在は水質と生態系の根幹に負荷を与える人為的
活動によって多くの脅威を招き、それは時間の経過
とともに増大し続けている（Vorosmarty et al., 2010; 
Allan et al., 2021）。この健全性の維持や保全は、社会
的共通資本としても持続可能な未来のため喫緊の課題
であり、その検討や解決に向けた作業が必須となって
いる（宇沢・大熊、2010；Bunn, 2016）。

２．流水系と流砂系としての河川と氾濫原環境
河川は、水源から河口までの縦断方向、支流や水辺

から氾濫原の横断方向、さらに地下水域の垂直方向へ
の連続的な水および砂の物理的な移動現象の総体であ
る。言い換えれば、河川は降水や湧水をしばしば溜め
つつ高所から低所に集水し流れる流水系であると同時
に、侵食と堆積を繰り返して土砂を搬送する流砂系の
地形でもある（森、2010）。この２つの系はもちろん別々
の独立系ではなく表裏一体の関係にあり、流水系だけ
とすれば水道管や導水管と同じで、水という液体物質
の移動を意味する現象となる。つまり、流砂系がある
ことが河川の顕著な特性ともいえ、“人新世” における
河川環境の人為的変動は、平地となる沖積帯の河道内

動く川に宿る“ざわめく自然”:
木曽三川水系の氾濫原環境の実態と保全
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で、網目状流路やワンド・入江に分割される氾濫原環
境において明示される。水生生物は、こうした流水系
と流砂系からなる生息環境に進化的時間を経て適応し、
河川生態系を構成してきた。
河川環境のうちで変動域の規模が大きい氾濫原は、

河川の水位上昇によって生じる流域の浸水域を意味し、
水位の増減と水域の拡幅・縮退をおよそ定期的・確率
的に繰り返す本流と連続する領域である。世界最大級
の河川氾濫原は南アメリカのアマゾン川流域といえ、
その河川環境の瀬淵や蛇行などの空間的多様性に加え
て、特に水位変動によって時間的に変化する氾濫原に
おいて、地球上で最も豊富な淡水魚相が形成されてい
る（Araujo-Lima & Goldberg, 1997）。このアマゾン低
地だけでも北アメリカ大陸全体の合計の約３倍ともい
われる生物多様性は、おもに流域の熱帯雨林とともに
進化し、特に周辺の広大な氾濫原は果物や種を食べる
魚の進化に比類のない機会を提供してきたといえる。
南アメリカのコロソーマ（Colossoma）に代表される魚
種は、冠水域の水面に落ちる落下果実（渓流における
落下昆虫のように）を食べ、果実食性魚類とも呼ばれる。
こうした果実食性魚類は、氾濫原が雨期に冠水した植
生帯に移動して落下果実を食して成長し、また一方で
種子の分散に寄与する。
むろん、構造平野を流れる世界的大河川と、規模の

小さい沖積平野を流れる我が国の多くの河川の成立過
程はまったく異なるが、水位変動によって形成される
氾濫原に適応した生物が誕生している。それらはアマ
ゾン川では先述のコロソーマであり、木曽川において
はイタセンパラ（コイ科タナゴ類）が典型であり、氾
濫原性魚類といえる。後者では水位の上昇高と冠水頻
度に加えて、それに伴う土砂移動は河床高など物理場
に関与し、生物生存・生育に関わる重要な微環境に影
響する。この河川区域は、水位上昇によって水域の横
方向および縦方向に高い接続性を維持し有機物・栄養
分の捕捉や多様な生物の生息場をもたらし、生物移動
を促進させる生態系を形成する。
特に、沖積氾濫原という河川地形は、流水と流砂の

２系動態が同時的かつ典型的に生じる境界領域といえ
る。そもそも河川の堆積作用が主たる要因で形成され
る沖積平野においては、河川が自律的に伸張して平地
を下流方向に拡張していくことを意味する。つまり、
堆積作用によって自身の流長を伸張させるが、それは
単に線的な長さだけでなく横断方向の水域変動を可能
とし面的に拡大し、かつ同時に淡水生物の移動交流す
る生息範囲を広げている。
むろん現在、我が国では、本来の氾濫原がないよう

治水管理が第一義的に事業化されており、ここでの検
討対象域は、河道整備後の堤外域に限られる “河道内
氾濫原”となる。つまり、平水時の河川敷を含め入り江、
連結細流、ワンド・タマリや後背湿地を占め、出水時
に冠水する区域となる。この中・下流域の平地流にお
ける土砂動態は、ダム・堰の堆砂や人為的取水・排水
など、おそらく関与する変数の未定を含めて測定困難
であり、明瞭な予測ができないでいると思われる。あ
るいは角哲也氏（2021）が流域を土砂生産域と土砂堆

積域から位置付けた構成（図１）に従えば、主要な河
川管理としてダム事業が常態化している現状、土砂管
理は浚渫を含め排砂を中心とした土砂還元が検討はさ
れている。しかしながら、土砂堆積域の扇状地より下
流域の土砂動態についての把握はあまり展開されてお
らず、その時々の状況に応じた後追いの解釈に留まっ
ているように思える。それゆえにこそ、生物の重要な
生息場を提供する河道内氾濫原域において、自然的撹
乱と人為的インパクトの相互関係の検証が必要となっ
ている。

３．木曽川水系の河川生態
河道内氾濫原域を形成する典型的な河川の木曽三川

は、濃尾平野周縁の山麓域に扇状地を発達させつつ、
江戸期から現代までは干拓を含め自律的伸張し、下流
一帯に平野を形成させた主要因であり、本来的に広大
なデルタ・氾濫原や潤沢な伏流水・湧水といった環境
特性をもった日本最大級の河川水系である。当流域は、
淡水魚類をはじめ多くの固有種群が生息する生物地理
学的に貴重な地域であり、保全上の価値も緊急性も高
い。特に希少種であるイタセンパラ、ネコギギ、ハリ
ヨ（いずれも種もしくは生息地が国指定天然記念物）
などの淡水魚をはじめ日本有数の豊かな淡水生物相を
構成し、進化的かつ保全上重要な種・集団が分布する。
生物によって好適な生息場は異なり、河道内氾濫原

における生物多様性を最大化するためには、連結性（冠
水頻度や攪乱強度）に関わる広い環境傾度が必要とな
る。連結性が中～低の領域にも重要な生態的機能があ
ることを認識し、その領域を確保することが望まれる。
例えばワンドごとの魚類群集は、物理環境条件と要因
分析をした結果、概して他の水域と接続する水域数、
冠水頻度、本川との連結性・孤立性によっていくつか
に類型化できた。これは無理にすべてを高い連結性を
有する領域に誘導（掘削等により低い地盤高を創出）
する必要はなく、河道内氾濫原が陸域化している現在
の状況や管理コストに照らしても調和的な保全対策が
求められることを意味する（図２）。
木曽川には、中流域の 24 キロ地点から上流約 15km

の堤外地に氾濫原環境（この流程区間を氾濫原区域と
する）が発達し、大小様々な百数十カ所のワンドやた

図１　流砂系土砂管理の概念図．角哲也氏 (2021) の作成図
に加筆．

まりが存在する。これらの水域は増水時に物理的撹乱
を受け、冠水することで流心域と接続し、生物のラン
ダムな移出入の機会となり生息場の更新が認められ、
多様な環境が現出するのである。
魚類の生息場として氾濫原区域を効果的に保全する

ためには、空間スケールごとの自然的および人為的な
環境変動に応答する魚類が繁殖成功する要件の解析が
肝要である。氾濫原環境の現状や改善事業を評価する
上で、イタセンパラは年魚であり、産卵母貝として二
枚貝が最重要の生息環境であることから繁殖成功の解
析がしやすく、国指定天然記念物でシンボリックな発
信力をもっている。なお、確認ともなるが、現在のよ
うにイタセンパラは堤外域のワンドに特化して生息す
る訳ではなく、1990 年代までは堤内地の池沼や農業水
路など残存的な氾濫原環境の水域で継続的に確認され
ている。

４．環境改善としての河川管理事業
木曽川中流域の氾濫原区域におけるワンド・たまり

水域は小型化し総個数は増加していたが、その水域総
面積は減少し、生物の生息場として量的にも質的にも
劣化傾向にあった。特に、調査ワンド 50 カ所ほどは最
近 10 年間で二枚貝が減少し、浅所化・底泥化などワン
ド環境は全体的に劣化傾向が認められた。これは、低
水路・高水敷の二極化や樹林化が進行する中で、生息
場としてのワンドに寿命があることを示している。
木曽川水系の自然再生関連の事業成果も含めた現状

把握を踏まえて、イタセンパラを中心とした生息環境
の改善を目的に加えた盤下げ（高水敷掘削）が、国交
省木曽川上流河川事務所によって実施されている。そ
の後、人工造成を含めた微地形変化に伴い新規に形成
されたワンドには二枚貝が定着し、イタセンパラの産
卵が高い割合で確認されて良好な生息場となった。た
だし、現状の河川流況においてワンドの寿命を踏まえ
ると、研究結果から盤下げは例えば 10 年間隔で周期的
に繰り返していく必要性があるといえる（図３）。つま
り、流路が固定化され、砂の供給量も制限された河道
条件下で、川の営力に依存した新規水域の形成がほぼ
見込めない現況において、河道掘削などを通した生息
場を造成促進する積極的な働きかけがいるだろう。
この積極的な働きかけには、主たる治水整備メニュー

である河道掘削を利用した「循環的氾濫原再生」として、
ゾーニングと掘削回帰年に基づき定期的に掘削しつつ、

常に区域内に新鮮なワンドが存在する継続的な管理検
討が肝要である。なお、高水敷掘削は渇水位～平水位
高のどの高さで実施すればよいかは、氾濫原区域内の
上下流や本流との比高差などで異なり、今後の重要な
検討課題である。さらに、多少でも自然の営力に依拠
する氾濫原再生のためには、対処療法的な河道掘削だ
けでなく、流域全体における土砂堆積域の再構築によ
る環境維持事業の広域的・長期的な検討に努める必要
がある。

また、根本的ではないものの、有機物を含む底泥浚
渫や樹木伐開等を組み合わせることで、広範な盤下げ
を行わずとも一定の改善効果が望めることを示唆した。
さらに暫定的知見ではあるが、木曽川の縦断連続水位
観測から、木曽川大堰（馬飼頭首工）の湛水域が、直
上流に位置する氾濫原区域の冠水特性に与える好適な
影響については十全な検討の価値があろう。つまり、
この氾濫原環境の保全は、治水・利水管理事業の今後
と一体的な親和性をもち得る可能性を期待させる。
なお本稿では指摘するだけとなるが、生物多様性の

保全対応は、世代存続つまり個体の繁殖成功が最終目
的であり、その最適化する環境条件の追究を求め、そ
れを基盤にした環境改善と効果検証の実施に尽きる。
環境改善の高度化において、生息環境の最適化を繁殖
成功度等の計測から判定しない場合、土木的力点に偏
重したままの多自然川づくりなどは不十分であり続け
るだろう。

５．遺伝解析から見えたいくつかの実態
イタセンパラの環境DNA分析のサンプリング手法

の最適化と精度検証を行い、稚魚期から産卵期にかけ
た時系列の環境 DNA分析結果を合わせ、本流̶ワン
ドおよびワンド間の移動特性を検討した。その結果、
産卵初期９月の出水と連動して成魚の移動分散が示さ
れたが、一方で、再生産に寄与しない「無効分散」の
実態も明らかになった。この無効分散を減らし、イタ
センパラの再生産効率を高めるには、本川と連結した
既存ワンドの保全のみならず、河道掘削等による新規
ワンドの形成や生息場シフトを促進する積極的な働き
かけが必要である。

図３　ワンド経年劣化と生物生活史を考慮した循環的氾濫
原再生の概念図（永山滋也作図） ．

図２　木曽川右岸氾濫原環境の 2007 年よりの変遷とワン
ド造成（国交省木曽川上流河川事務所資料）．

RIVER FRONT Vol.94

7



で、網目状流路やワンド・入江に分割される氾濫原環
境において明示される。水生生物は、こうした流水系
と流砂系からなる生息環境に進化的時間を経て適応し、
河川生態系を構成してきた。
河川環境のうちで変動域の規模が大きい氾濫原は、

河川の水位上昇によって生じる流域の浸水域を意味し、
水位の増減と水域の拡幅・縮退をおよそ定期的・確率
的に繰り返す本流と連続する領域である。世界最大級
の河川氾濫原は南アメリカのアマゾン川流域といえ、
その河川環境の瀬淵や蛇行などの空間的多様性に加え
て、特に水位変動によって時間的に変化する氾濫原に
おいて、地球上で最も豊富な淡水魚相が形成されてい
る（Araujo-Lima & Goldberg, 1997）。このアマゾン低
地だけでも北アメリカ大陸全体の合計の約３倍ともい
われる生物多様性は、おもに流域の熱帯雨林とともに
進化し、特に周辺の広大な氾濫原は果物や種を食べる
魚の進化に比類のない機会を提供してきたといえる。
南アメリカのコロソーマ（Colossoma）に代表される魚
種は、冠水域の水面に落ちる落下果実（渓流における
落下昆虫のように）を食べ、果実食性魚類とも呼ばれる。
こうした果実食性魚類は、氾濫原が雨期に冠水した植
生帯に移動して落下果実を食して成長し、また一方で
種子の分散に寄与する。
むろん、構造平野を流れる世界的大河川と、規模の

小さい沖積平野を流れる我が国の多くの河川の成立過
程はまったく異なるが、水位変動によって形成される
氾濫原に適応した生物が誕生している。それらはアマ
ゾン川では先述のコロソーマであり、木曽川において
はイタセンパラ（コイ科タナゴ類）が典型であり、氾
濫原性魚類といえる。後者では水位の上昇高と冠水頻
度に加えて、それに伴う土砂移動は河床高など物理場
に関与し、生物生存・生育に関わる重要な微環境に影
響する。この河川区域は、水位上昇によって水域の横
方向および縦方向に高い接続性を維持し有機物・栄養
分の捕捉や多様な生物の生息場をもたらし、生物移動
を促進させる生態系を形成する。
特に、沖積氾濫原という河川地形は、流水と流砂の

２系動態が同時的かつ典型的に生じる境界領域といえ
る。そもそも河川の堆積作用が主たる要因で形成され
る沖積平野においては、河川が自律的に伸張して平地
を下流方向に拡張していくことを意味する。つまり、
堆積作用によって自身の流長を伸張させるが、それは
単に線的な長さだけでなく横断方向の水域変動を可能
とし面的に拡大し、かつ同時に淡水生物の移動交流す
る生息範囲を広げている。
むろん現在、我が国では、本来の氾濫原がないよう

治水管理が第一義的に事業化されており、ここでの検
討対象域は、河道整備後の堤外域に限られる “河道内
氾濫原”となる。つまり、平水時の河川敷を含め入り江、
連結細流、ワンド・タマリや後背湿地を占め、出水時
に冠水する区域となる。この中・下流域の平地流にお
ける土砂動態は、ダム・堰の堆砂や人為的取水・排水
など、おそらく関与する変数の未定を含めて測定困難
であり、明瞭な予測ができないでいると思われる。あ
るいは角哲也氏（2021）が流域を土砂生産域と土砂堆

積域から位置付けた構成（図１）に従えば、主要な河
川管理としてダム事業が常態化している現状、土砂管
理は浚渫を含め排砂を中心とした土砂還元が検討はさ
れている。しかしながら、土砂堆積域の扇状地より下
流域の土砂動態についての把握はあまり展開されてお
らず、その時々の状況に応じた後追いの解釈に留まっ
ているように思える。それゆえにこそ、生物の重要な
生息場を提供する河道内氾濫原域において、自然的撹
乱と人為的インパクトの相互関係の検証が必要となっ
ている。

３．木曽川水系の河川生態
河道内氾濫原域を形成する典型的な河川の木曽三川

は、濃尾平野周縁の山麓域に扇状地を発達させつつ、
江戸期から現代までは干拓を含め自律的伸張し、下流
一帯に平野を形成させた主要因であり、本来的に広大
なデルタ・氾濫原や潤沢な伏流水・湧水といった環境
特性をもった日本最大級の河川水系である。当流域は、
淡水魚類をはじめ多くの固有種群が生息する生物地理
学的に貴重な地域であり、保全上の価値も緊急性も高
い。特に希少種であるイタセンパラ、ネコギギ、ハリ
ヨ（いずれも種もしくは生息地が国指定天然記念物）
などの淡水魚をはじめ日本有数の豊かな淡水生物相を
構成し、進化的かつ保全上重要な種・集団が分布する。
生物によって好適な生息場は異なり、河道内氾濫原

における生物多様性を最大化するためには、連結性（冠
水頻度や攪乱強度）に関わる広い環境傾度が必要とな
る。連結性が中～低の領域にも重要な生態的機能があ
ることを認識し、その領域を確保することが望まれる。
例えばワンドごとの魚類群集は、物理環境条件と要因
分析をした結果、概して他の水域と接続する水域数、
冠水頻度、本川との連結性・孤立性によっていくつか
に類型化できた。これは無理にすべてを高い連結性を
有する領域に誘導（掘削等により低い地盤高を創出）
する必要はなく、河道内氾濫原が陸域化している現在
の状況や管理コストに照らしても調和的な保全対策が
求められることを意味する（図２）。
木曽川には、中流域の 24 キロ地点から上流約 15km

の堤外地に氾濫原環境（この流程区間を氾濫原区域と
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り、流路が固定化され、砂の供給量も制限された河道
条件下で、川の営力に依存した新規水域の形成がほぼ
見込めない現況において、河道掘削などを通した生息
場を造成促進する積極的な働きかけがいるだろう。
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高のどの高さで実施すればよいかは、氾濫原区域内の
上下流や本流との比高差などで異なり、今後の重要な
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する氾濫原再生のためには、対処療法的な河道掘削だ
けでなく、流域全体における土砂堆積域の再構築によ
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また、根本的ではないものの、有機物を含む底泥浚
渫や樹木伐開等を組み合わせることで、広範な盤下げ
を行わずとも一定の改善効果が望めることを示唆した。
さらに暫定的知見ではあるが、木曽川の縦断連続水位
観測から、木曽川大堰（馬飼頭首工）の湛水域が、直
上流に位置する氾濫原区域の冠水特性に与える好適な
影響については十全な検討の価値があろう。つまり、
この氾濫原環境の保全は、治水・利水管理事業の今後
と一体的な親和性をもち得る可能性を期待させる。
なお本稿では指摘するだけとなるが、生物多様性の

保全対応は、世代存続つまり個体の繁殖成功が最終目
的であり、その最適化する環境条件の追究を求め、そ
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成功度等の計測から判定しない場合、土木的力点に偏
重したままの多自然川づくりなどは不十分であり続け
るだろう。

５．遺伝解析から見えたいくつかの実態
イタセンパラの環境DNA分析のサンプリング手法

の最適化と精度検証を行い、稚魚期から産卵期にかけ
た時系列の環境 DNA分析結果を合わせ、本流̶ワン
ドおよびワンド間の移動特性を検討した。その結果、
産卵初期９月の出水と連動して成魚の移動分散が示さ
れたが、一方で、再生産に寄与しない「無効分散」の
実態も明らかになった。この無効分散を減らし、イタ
センパラの再生産効率を高めるには、本川と連結した
既存ワンドの保全のみならず、河道掘削等による新規
ワンドの形成や生息場シフトを促進する積極的な働き
かけが必要である。

図３　ワンド経年劣化と生物生活史を考慮した循環的氾濫
原再生の概念図（永山滋也作図） ．

図２　木曽川右岸氾濫原環境の 2007 年よりの変遷とワン
ド造成（国交省木曽川上流河川事務所資料）．
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また、集団遺伝学的解析によって、イタセンパラは
ワンド群間で自由交流が保たれておらず、また左・右
岸間でも遺伝的組成が異なり、流心の低水路が両岸間
のランダムな移動交流を阻害・低下する影響が示され
た。さらに興味深いことに、近年自然形成された中洲
のワンド集団は両岸の中間的な遺伝的組成を示し、中
洲の存在は岸間の交流維持への寄与を示唆した（図４）。
大規模河川における河道掘削・低水路化は、両岸間の
生物移動の阻害をもたらすと想定され、イタセンパラ
の健全性を長期的に担保するためには、河川横断方向
のコリドー機能を検討する必要がある。特に今回、開
発した全ゲノム配列データを用いた歴史集団動態解析
から、イタセンパラは縄文海進期に減退し、縄文海退
後の平野形成による淡水域の面的に広がりとともに分
布拡大したと示唆された。すなわち、本種がまさに進
化的にも氾濫原性魚類ということを示している。

さらに、陸生哺乳類の外来種ヌートリアの影響が摂
餌行動の夜間撮影から、イタセンパラの繁殖環境とし
て最重要である二枚貝の生息への影響が検討された。
その結果、ヌートリアの糞 DNA分析によって二枚貝
の食害が裏付けられ、二枚貝の再生産効率が悪化し、
ひいてはイタセンパラの繁殖に負の影響が懸念された。
以上のように、気候変動を含む地史的および人為的改
変などの時間スケールに応じて、生息場の変化と生物
応答との多様な連関が遺伝解析によって把握された。

６．動く川に “ざわめく自然” は宿る
河川生態系の生物群集は、物理的環境や餌資源など

の地域条件に適応した生物から構成され、種間・種内
相互作用を通じて複雑に多様化する “ざわめく自然”
として現れる（森、2009）。ここで、木曽川中・下流域
の河道特性を踏まえてイタセンパラの集団動態を中心
に上述してきたように、撹乱更新の水域性質をもつ氾
濫原区域の物理的な環境変動における生息実態を明示
した。換言すれば、“ざわめく自然” は流路、河床、比
高が変動し、中洲の発生など氾濫原環境が動的平衡に
維持される「動く川」に生起することを意味する。

しかしながら「動く川」という河川の自動性が低い
現状、河川環境管理は「動かせる川」として循環的氾
濫原再生すべき範囲、掘削深、周期などの精度向上が
求められる。実際に、木曽三川水系では河川管理によ
る環境改善の事業化と効果検証において、それを支援
する仕組みづくりが関係省庁や自治体、研究機関など
を交えて構成されている。その多様な主体による合意
協議の過程をもって、目指すべき河川環境目標は継続
的に検討される。
こうした合意過程を保つ交流の場を構築することは、

流域治水の具体において極めて重要である。なぜなら
流域治水には、いわば堤内地がどのように・どこまで
出水を引き受けるかという合意の場が必須であり、同
時にそれは流域環境への視野を導引させる。今後も、
その視野を深め広げつつ、「動く川」の志向に寡少でも
寄与する氾濫原環境の機能など、横断方向に自由移動
ができる連続性への追究を続けていきたい。
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図４　ベイズ推定に基づくイタセンパラのワンド群間の遺
伝的組成（山崎裕治作図）．Nakasu（中洲）は 2010
年以降に顕著に堆積化しワンドが形成されている．

１．はじめに
流域治水の進展に伴い霞堤が注目されている。こ

こでは、近年の研究により明らかになりつつある
霞堤の治水効果、環境効果、水田への影響などをレ
ビューするとともに、霞堤の基本的な機能について
整理した結果を報告する。

２．霞堤とは
霞堤の定義については大熊(1987)の論文が有名

である。大熊は「霞堤とは河川堤防の一形態であり、
ところどころが切れていて不連続になっているも
のをいう。」としている。また、扇状地部の霞堤と緩
流部の霞堤があり、それぞれ機能が異なるとしてい
る。
霞堤について再定義すると、河川堤防の一部が不

連続の堤防であり、氾濫域に対して開口部は下流
部に位置しており、扇状地霞堤、氾濫原霞堤などが
ある。堤内地に洪水流が進入する場合にはバック
ウォーター（背水）によって水が入るため、氾濫流
の流速は小さく、堤内地は大きな破壊を受けない。
霞堤は現在も各地に存在しているが、開口部が閉じ
られる傾向にある。

３．扇状地霞堤
扇状地の霞堤の機能を図１に、黒部川の霞堤の状

況を図２に示した。扇状地の霞堤は雁行状の重複部
が見られる不連続の堤防からなり、その開口部に支
流が流入していることが多い。
扇状地霞堤には、いくつかの機能がある。
流路の固定：霞堤の下流先端部に水はね水制の

機能を持たせ、流路を固定するという機能を有す
る。山梨の例を見ていると、霞堤下流部は石で強固
に全体が覆われている。扇状地河川は川底の材料と
川岸の材料が同じ玉石や礫などの粘着性のない材
料からできている。そのため、洪水時に、川底の材
料が動き出すときに河岸の材料も同時に動き出す
と考えられている。そのため、水深を深く保てず、
川幅が広く、流路も変わりやすいという河道特徴を
持っている。そのため、扇状地河川は、流路を固定
することが重要であり、霞堤の第1の機能は流路固
定と考えている。
氾濫戻し：扇状地の霞堤は上流側の霞堤と下流
側の霞堤の重なり部分が存在し、霞堤が破堤あるい

は溢水した場合は，下流の霞堤の袖部が氾濫水を受
け止め本流に戻す氾濫流制御機能を有する。これに
ついては、妹尾・石川（2018）らの黒部川の霞堤の
研究がある。 
支流の処理：日常的にはこの効果が最も大きい

と思われる。堤防が不連続であるため内水排除は容
易である。水門や樋門などの構造物も不要で合理的
である。また、洪水時には支流から本流への流入を
減少させる流量低減効果もある。近年の瀧ら等の研
究で明らかになっているが、支流の合流量を抑制す
る機能は大きいことが分かりつつある。
逆流防止効果：扇状地の霞堤は地形勾配が急で

堤防が重なっているため、開口部の高さよりも地盤
高が高くなる場所まで霞堤を伸ばしていると、逆流
による堤内地への氾濫は見られない。また、洪水時
に氾濫流が堤内地に溜まるため、内外水位差が小さ
くなり破堤氾濫の危険を減少させる。
築堤等により開口部の本堤のみがかさ上げされ、

霞堤の袖部の高さがかさ上げされない場合が時々
見られるが、洪水の規模が大きい時、霞堤の上流端
から低内地に水がこぼれ氾濫することがあるので
要注意である。
水害防備林：霞堤は水害防備林とセットになり

設置されることが多い。水害防備林は破堤時の流速
低減、逆流時の流木やゴミ、土砂の補足などのため
に開口部および霞堤周辺に設置される。水害防備林
は環境上良好なところが多く、万力林、信玄堤のよ
うに公園として利用されているところも多い。
取水地点の固定：霞堤により水衝部が固定され

るため、山梨県の笛吹川の万力林のように、霞堤を
使って取水が行われる場合がある。

霞堤の機能と近年の研究成果のレビュー
大正大学地域構想研究所特命教授、熊本県立大学特別教授　島谷　幸宏

図 1　扇状地霞堤
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